
規 則

�愛媛県規則第６４号
愛媛県国民健康保険調整交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県国民健康保険調整交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県国民健康保険調整交付金の交付額の算定に関する規則（平成１７年愛媛県規則第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（普通調整交付金の交付）

第２条 条例第２条第２項の規定により交付する普通調整交付金

は、各市町につき、次の各号に掲げる額の合算額に１００分の６を

乗じて得た額を、知事の定めるところにより、予算の範囲内で交

付する。

� 省略

� 算定省令第４条第１項第２号イに掲げる額から当該年度の後

期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金（同号ロに規定する後期

高齢者支援金等賦課額に係る繰入金をいう。）の２分の１に相

当する額を控除した額

� 前年度の１月１日から当該年度の１２月３１日までの間における

介護納付金額（算定省令第４条第１項第３号イに規定する介護

（普通調整交付金の交付）

第２条 条例第２条第２項の規定により交付する普通調整交付金

は、各市町につき、次の各号に掲げる額の合算額に１００分の６を

乗じて得た額を、知事の定めるところにより、予算の範囲内で交

付する。

� 省略

� 前年度の１月１日から当該年度の１２月３１日までの間における

老人保健医療費拠出金額（算定省令第４条第１項第２号に規定

する老人保健医療費拠出金額をいう。）

� 前年度の１月１日から当該年度の１２月３１日までの間における

介護納付金額（算定省令第４条第１項第４号イに規定する介護
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納付金額をいう。）から当該年度の介護納付金賦課額に係る繰

入金（同号ロに規定する介護納付金賦課額に係る繰入金をい

う。以下同じ。）の２分の１に相当する額を控除した額

２ 一部負担金の割合軽減等市町村（算定省令第４条第２項に規定

する一部負担金の割合軽減等市町村をいう。以下同じ。）に係る

前項の規定により算定する普通調整交付金の額については、同条

第２項から第７項までの規定を準用する。

附 則

（経過措置）

６ 一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第２項から前項まで

の規定による普通調整交付金の額については、算定省令第４条第

２項から第７項までの規定を準用する。

（退職被保険者等所属市町の調整交付金の特例）

７ 法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等所属市町村（以

下「退職被保険者等所属市町」という。）について、第２条第１

項各号又は第２項の規定を適用する場合においては、同条第１項

第１号中「第４条第１項第１号イ」とあるのは「附則第２条の規

定により読み替えられた算定省令第４条第１項第１号イ」と、同

条第１項第２号中「算定省令」とあるのは「算定省令附則第２条

の規定により読み替えられた算定省令」と、同条第１項第３号中

「同号ロ」とあるのは「算定省令附則第２条の規定により読み替

えられた算定省令第４条第１項第３号ロ」と、同条第２項中「同

条第２項から第７項まで」とあるのは「同条第３項並びに算定省

令附則第２条の規定により読み替えられた算定省令第４条第２項

及び第４項から第７項まで」と、前項中「第４条第２項から第７

項まで」とあるのは「第４条第３項並びに算定省令附則第２条の

規定により読み替えられた算定省令第４条第２項及び第４項から

第７項まで」とする。

（病床転換支援金等を納付する市町の調整交付金の特例）

８ 平成２５年３月３１日までの間、市町（退職被保険者等所属市町を

除く。）について、第２条第１項各号の規定を適用する場合にお

いては、同項第２号中「算定省令」とあるのは、「算定省令附則

第３条第１項の規定により読み替えられた算定省令」とする。

９ 平成２５年３月３１日までの間、退職被保険者等所属市町につい

て、附則第７項の規定により読み替えられた第２条第１項各号の

規定を適用する場合においては、同項第２号中「算定省令附則第

２条」とあるのは、「算定省令附則第３条第２項の規定により読

み替えられた、算定省令附則第２条」とする。

（平成２０年度及び平成２１年度における調整交付金の算定方法の特

例）

１０ 平成２０年度及び平成２１年度において、第２条第１項各号の規定

を適用する場合においては、同項第１号中「同号ロ」とあるのは

「算定省令附則第４条（表第４条第１項第１号ロの部掲げる額の

項を除く。）の規定により読み替えられた算定省令第４条第１項

第１号ロ」と、同条第１項第２号中「同号ロ」とあるのは「算定

省令附則第４条の規定により読み替えられた算定省令第４条第１

項第２号ロ」と、同条第１項第３号中「同号ロ」とあるのは「算

定省令附則第４条の規定により読み替えられた算定省令第４条第

１項第３号ロ」とする。

１１ 省略

納付金額をいう。）から当該年度の介護納付金賦課額に係る繰

入金（同号ロに規定する介護納付金賦課額に係る繰入金をい

う。以下同じ。）の２分の１に相当する額を控除した額

２ 一部負担金の割合軽減等市町村（算定省令第４条第２項に規定

する一部負担金の割合軽減等市町村をいう。以下同じ。）に係る

前項の規定により算定する普通調整交付金の額については、同条

第２項から第６項までの規定を準用する。

附 則

（経過措置）

６ 一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第２項から前項まで

の規定による普通調整交付金の額については、算定省令第４条第

２項から第６項までの規定を準用する。

７ 省略

附 則

（施行期日）

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号
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１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県国民健康保険調整交付金の交付額の算定に関する規則（以下「新規則」という。）の規定は、平成２０年度分の調整交付

金から適用する。ただし、平成２０年３月３１日以前の期間に係る新規則第２条第１項の規定による費用の算定については、なお従前の例に

よる。

３ 平成２０年度から平成２３年度までの間において、市町（退職被保険者等所属市町（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）附則第７条第

１項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。）を除く。）について、新規則附則第８項の規定により読み替えられた第

２条第１項各号の規定を適用する場合においては、同項第１号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とあるのは、

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第２項の規定により読み替えられた国民健康

保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とする。

４ 平成２０年度において、退職被保険者等所属市町について、新規則附則第９項の規定により読み替えられた、新規則附則第７項の規定に

より読み替えられた第２条第１項各号の規定を適用する場合においては、同項第１号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関

する省令」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第３項の規定により

読み替えられた国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とする。

５ 平成２１年度において、退職被保険者等所属市町について、新規則附則第９項の規定により読み替えられた、新規則附則第７項の規定に

より読み替えられた第２条第１項各号の規定を適用する場合においては、同項第１号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関

する省令」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第４項の規定により

読み替えて準用される同条第３項の規定により読み替えられた国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とする。

６ 平成２２年度において、退職被保険者等所属市町について、新規則附則第９項の規定により読み替えられた、新規則附則第７項の規定に

より読み替えられた第２条第１項各号の規定を適用する場合においては、同項第１号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関

する省令」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第５項の規定により

読み替えて準用される同条第３項の規定により読み替えられた国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とする。

７ 平成２３年度において、退職被保険者等所属市町について、新規則附則第９項の規定により読み替えられた、新規則附則第７項の規定に

より読み替えられた第２条第１項各号の規定を適用する場合においては、同項第１号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関

する省令」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第６項の規定により

読み替えて準用される同条第３項の規定により読み替えられた国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」とする。

�愛媛県規則第６５号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１０

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１１号から第１８号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職員

（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつては、

これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されているも

のとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 総務部管理局税務課税務調査係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第９

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１０号から第１７号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職員

（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつては、

これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されているも

のとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 現金出

納員

省略 現金出

納員一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、東予地

方局総務企画部今治支局総務県民室の総務県民防災

グループ担当係長（総務県民室長が指定した者に限

る。）、南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民

室の総務県民グループ担当係長（総務県民室長が指

定した者に限る。）及び東予地方局産業経済部産業

振興課の企画調整係長

二 中予地方局建設部管理課貿易港管理係の職員並び

に東予地方局産業経済部今治支局地域農業室、中予

地方局産業経済部産業振興課地域農業室及び南予地

方局産業経済部産業振興課地域農業室の技術普及グ

ループ担当係長

三 省略

四 現金の収納事務を取り扱う必要のある地方機関

（予算令達を受けない機関 及び分校を含

み、地方局を除く。）の庶務を担当する次に掲げる

職員

イ～ハ 省略

五・六 省略

一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、地方局

総務企画部支局総務県民室 の総務県民防災

グループ担当係長（総務県民室長が指定した者に限

る。）

及び東予地方局産業経済部産業

振興課の企画調整係長

二 中予地方局建設部管理課貿易港管理係の職員

三 省略

四 現金の収納事務を取り扱う必要のある地方機関

（予算令達を受けない機関並びに分場及び分校を含

み、地方局を除く。）の庶務を担当する次に掲げる

職員

イ～ハ 省略

五・六 省略

一・二 省略

三 物品の出納、保管及び記録管理の事務を取り扱う

必要のある地方機関（ 分校を含み、地方局

を除く。）の庶務を担当する次に掲げる職員

イ～ハ 省略

省略 一・二 省略

三 物品の出納、保管及び記録管理の事務を取り扱う

必要のある地方機関（分場及び分校を含み、地方局

を除く。）の庶務を担当する次に掲げる職員

イ～ハ 省略

省略

省略 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。


～� 省略

� 総務部管理局税務課税務調査係長に委任させる事務は、本庁

各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課がインター

ネットを利用して行う公売に係る公売保証金及び買受代金の収

納及び保管に関すること。

 省略

� 省略

� 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。


～� 省略

� 省略

 省略

� 省略

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８３



告 示

�愛媛県告示第１６７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（給与等の前渡資金の精算）

第８３条 給与資金前渡担任者は、第５２条の規定にかかわらず、給与

等の支払をしたときは、直ちに前条第３項の規定による給与明細

表に精算年月日及び資金前渡担任者の職氏名を記入し、押印の上

給与等の前渡資金の精算をするものとし、本庁各課にあつては本

庁各課の長、地方機関にあつては地方機関の長（地方機関の支所

等にあつては当該支所等の長）、小学校及び中学校にあつては当

該小学校及び中学校の長の確認を受けなければならない。

（受給者の届出事項）

第８５条 支出命令者は、県内に居住する恩給を受ける者（株式会社

日本政策金融公庫及び法律で定める金融機関であつて恩給を受領

する権利を有するものを含む。以下「受給者」という。）で、隔

地払の方法により恩給の支払を受けようとするものに対し、あら

かじめ希望する指定金融機関又は指定代理金融機関（以下「恩給

支払金融機関」という。）の名称を届け出させ、及び恩給受領に

使用する印鑑の印影を恩給支払金融機関に届け出させなければな

らない。

２ 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（給与等の前渡資金の精算）

第８３条 給与資金前渡担任者は、第５２条の規定にかかわらず、給与

等の支払をしたときは、直ちに前条第３項の規定による給与明細

表に精算年月日及び資金前渡担任者の職氏名を記入し、押印の上

給与等の前渡資金の精算をするものとし、本庁各課にあつては本

庁各課の長、地方機関にあつては地方機関の長（地方機関の分場

等にあつては当該分場等の長）、小学校及び中学校にあつては当

該小学校及び中学校の長の確認を受けなければならない。

（受給者の届出事項）

第８５条 支出命令者は、県内に居住する恩給を受ける者（国民生活

金融公庫 及び法律で定める金融機関であつて恩給を受領

する権利を有するものを含む。以下「受給者」という。）で、隔

地払の方法により恩給の支払を受けようとするものに対し、あら

かじめ希望する指定金融機関又は指定代理金融機関（以下「恩給

支払金融機関」という。）の名称を届け出させ、及び恩給受領に

使用する印鑑の印影を恩給支払金融機関に届け出させなければな

らない。

２ 省略

様式第２４号中

「

口
　
座
　
振
　
替
　
先

通
常
払

前
金
払

金融機関コード

金融機関コード

店番号 預金種別（該当番号を○で囲む。） 金　融　機　関　名

店番号 預金種別

（別口）
普通預金

金　融　機　関　名

店　舗　名

店　舗　名

482

490

527 531

497

486 489

口　座　番　号 口　座　名　義　人（ カ ナ 表 示 ）

銀行
金庫
組合

支　店
支　所
出張所

銀行
金庫
組合

支　店
支　所
出張所

１ 普　通　　２ 当　座
３ 別　段

金融機関確認印公共工事の前払金の預託金融機関（建設業保証会社の前金保証に基づく前金を受領する場合の預託金融機関を、該当者のみ記入してください。）

（注意）　金融機関コード欄及び店番号欄は、金融機関で記入してもらってください。
　　　　　また、金融機関で口座振替先記載内容の確認を受けたことを証明するため、金融機関確認印欄に押切印を押してもらつてください。

を

」

「
口
座
振
替
先

口
座
振
替
先

（注意）　金融機関コード欄及び店番号欄は、金融機関で記入してもらってください。
　　　　　また、金融機関で口座振替先記載内容の確認を受けたことを証明するため、金融機関確認印欄に押切印を押してもらつてください。

金融機関コード 店番号 預金種別（該当番号を○で囲む。） 金　融　機　関　名 店　舗　名 金融機関確認印

口　座　番　号

口　座　番　号 口　座　名　義　人（カナ表示）（略語等を使用している場合がありますので、金融機関に確認の上記入してください。）

口　座　名　義　人（カナ表示）（略語等を使用している場合がありますので、金融機関に確認の上記入してください。）

１ 普　通　  ２ 当　座
３ 別　段

銀行
金庫
組合

銀行
金庫
組合

支　店
支　所
出張所

金融機関確認印金融機関コード 店番号 預金種別 金　融　機　関　名 店　舗　名

支　店
支　所
出張所

１ 普通

公共工事の前払金の預託金融機関口座（建設業保証会社の前金保証に基づく前金を受領する場合の預託金融機関を、該当者のみ記入してください。） に改める。

」

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県会計規則様式第２４号の規定による書類の用紙は、当分の間、使用することができる。

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ジャスコ新居浜
店調剤薬局

イオンリテール
株式会社 新居浜市前田町８－８ 平成２０年

８月２１日

田中歯科医院 田 中 丈 博 今治市末広町一丁目６－
６

平成２０年
１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８４
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�愛媛県告示第１６７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

みかんこどもク
リニック 廣 井 一 浩 八幡浜市白浜１５３６－５ 平成２０年

１１月１日

しらはま薬局 有限会社
しみず調剤薬局

八幡浜市字白浜１５３６番地
２２０

平成２０年
１１月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

ジャスコ新居浜
店調剤薬局 イオン株式会社 新居浜市前田町８－８ 平成２０年

８月２１日

田中歯科医院 田 中 逸 朗 今治市末広町一丁目６－
６

平成２０年
１０月１日

あ ん ず 薬 局
株式会社
メディック・ユ
ー

宇和島市丸之内二丁目１
－７

平成２０年
１０月１２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の
１ 宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の

１ 平成２０年１１月１７日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の
１ 宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の

１ 平成２０年１１月１７日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

デイサービスセンターアクテ
ィブ大洲 大洲市中村８５３番地１ 平成２０年１０月１日

宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の
１ 宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の

１ 平成２０年１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８５
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�愛媛県告示第１６７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事務所の所在地

が次のように変更された。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の
１ 宮脇商会有限会社 喜多郡内子町平岡甲６３番地の

１ 平成２０年１１月１７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アシストジャパン

（変更後）
松山市南高井町１８１７－１

アシストジャパンヘルパース
テーション東予 新居浜市東雲町２－１２－４４ 平成２０年１０月１日

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

有限会社アシストジャパン

（変更後）
松山市南高井町１８１７－１

アシストジャパンデイサービ
スセンター６号館

西条市大町字御舟川５３９番地
１ 平成２０年１０月１日

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

有限会社アシストジャパン

（変更後）
松山市南高井町１８１７－１

アシストジャパン訪問看護ス
テーション東予

西条市大町字御舟川５３９番地
１ 平成２０年１０月１日

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アシストジャパン

（変更後）
松山市南高井町１８１７－１

アシストジャパン居宅介護支
援事業所東予 新居浜市東雲町２－１２－４４ 平成２０年１０月１日

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アシストジャパン

（変更後）
松山市南高井町１８１７－１

アシストジャパンヘルパース
テーション東予 新居浜市東雲町２－１２－４４ 平成２０年１０月１日

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

有限会社アシストジャパン
（変更後）
松山市南高井町１８１７－１ アシストジャパンデイサービ

スセンター６号館
西条市大町字御舟川５３９番地
１ 平成２０年１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８６
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�愛媛県告示第１６８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（変更前）
松山市久米窪田町１１６４番地３

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６０１９１１７４ 社会福祉法人恩賜財団済
生会支部愛媛県済生会

愛媛県松山市山西町９９７
番１ 訪問看護 訪問看護ステーションハ

ートフル済生会
愛媛県松山市山西町９９７
番１ 平成２０年１０月１日

３８７０２０１６８２ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町一
丁目１番地５ 通所介護 ＪＡおちいまばりデイサ

ービスセンター元気玉川
愛媛県今治市玉川町中村
甲４９６－１ 平成２０年１０月１日

３８７０２０１６９０ 医療法人やすらぎ会 愛媛県今治市別宮町二丁
目１番地５ 訪問介護 ヘルパーステーションえ

がお
愛媛県今治市別宮町二丁
目１番地２０ハイツきらら
１０１号室

平成２０年１０月１日

３８７０６００９９０ 合同会社千代の家 愛媛県西条市丹原町池田
１８１１番地 通所介護 デイサービスセンター千

代の家
愛媛県西条市丹原町今井
１１６番地１ 平成２０年１０月１日

３８７０１０７１１１ 株式会社夢の木 愛媛県松山市桑原二丁目
２－２９ 訪問介護 株式会社夢の木 愛媛県松山市桑原二丁目

２－２９ 平成２０年１０月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０７０８７ 医療法人財団慈強会 愛媛県松山市高井町１２１１
番地 居宅介護支援 ケアプランセンター東松

山
愛媛県松山市高井町１２１１
番地 平成２０年１０月１日

３８７０１０７１０３ 有限会社メディケアサポ
ート

愛媛県松山市若葉町７番
５号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所かり

ん
愛媛県松山市若葉町７番
６号 平成２０年１０月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６０１９１１７４ 社会福祉法人恩賜財団済
生会支部愛媛県済生会

愛媛県松山市山西町９９７
番１ 介護予防訪問看護 訪問看護ステーションハ

ートフル済生会
愛媛県松山市山西町９９７
番１ 平成２０年１０月１日

３８７０２０１６８２ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町一
丁目１番地５ 介護予防通所介護 ＪＡおちいまばりデイサ

ービスセンター元気玉川
愛媛県今治市玉川町中村
甲４９６－１ 平成２０年１０月１日

３８７０２０１６９０ 医療法人やすらぎ会 愛媛県今治市別宮町二丁
目１番地５ 介護予防訪問介護 ヘルパーステーションえ

がお
愛媛県今治市別宮町二丁
目１番地２０ハイツきらら
１０１号室

平成２０年１０月１日

３８７０５０１７６８ 株式会社モリス・コーポ
レーション

愛媛県新居浜市萩生６６７
番地１ 介護予防訪問介護 ヘルパーステーションあ

んずの里
愛媛県新居浜市喜光地町
１－１－１８ 平成２０年１０月１日

３８７０６００９９０ 合同会社千代の家 愛媛県西条市丹原町池田
１８１１番地 介護予防通所介護 デイサービスセンター千

代の家
愛媛県西条市丹原町今井
１１６番地１ 平成２０年１０月１日

３８７０１０７１１１ 株式会社夢の木 愛媛県松山市桑原二丁目
２－２９ 介護予防訪問介護 株式会社夢の木 愛媛県松山市桑原二丁目

２－２９ 平成２０年１０月１０日

３８７０１０７１２９ 株式会社健康増進センタ
ー

愛媛県松山市久万ノ台１２
００番地 介護予防通所介護 健康づくりセンター久万

の台
愛媛県松山市久万ノ台１２
１８番地 平成２０年１０月２３日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８７
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�愛媛県告示第１６８５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０３００１１２ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号 訪問介護 ホームケア・アベ訪

問介護事業所
きくぞのケアパーク
訪問介護事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

３８７０３００２２９ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

福祉用具
貸与

ホームケア・アベ福
祉用具貸与事業所

きくぞのケアパーク
福祉用具貸与事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

３８７０３００２２９ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

特定福祉
用具販売

ホームケア・アベ福
祉用具貸与事業所

きくぞのケアパーク
福祉用具貸与事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０３００７０８ 有限会社エスエー 愛媛県宇和島市柿原甲１１
８７－１ 訪問介護 訪問介護さち 愛媛県宇和島市和霊

東町三丁目３番１５号
愛媛県宇和島市柿原
甲１１８７番地１

平成２０年
６月２０日

３８７３３００３９０ 社団法人松山市シルバー
人材センター

愛媛県松山市若草町８番
地３ 訪問介護 松山シルバー中島指定

訪問介護事業所
愛媛県松山市中島大
浦４７６４番地

愛媛県松山市小浜甲
５５８番地

平成２０年
９月１７日

３８７０１００８９２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号

福祉用具
貸与

有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

３８７０１００８９２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号

特定福祉
用具販売

有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

３８７０１０２８７２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号 訪問介護 有限会社イヨメディカ

ル訪問介護みゆき
愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

３８７０５０１７６８ 株式会社モリス・コーポ
レーション

愛媛県新居浜市萩生６６７
番地１ 訪問介護 ヘルパーステーション

あんずの里
愛媛県新居浜市萩生
７２１番地３

愛媛県新居浜市喜光
地町一丁目１番１８号

平成２０年
１０月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０３０００４７ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

居宅介護
支援

有限会社ホームケア・
アベ

きくぞのケアパーク
居宅介護支援事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８８
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�愛媛県告示第１６８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１外 駐車場の位置及び収容台数 Ａ敷地３，５７４台

Ｂ敷地４６台 Ａ敷地３，６２０台
平成２１年
７月２７日
ほか

平成２０年
１１月２６日

荷さばき施設の位置及び面積 アミューズ棟敷地内
の東 ＳＣ棟敷地内の東

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７３３００３８２ 社団法人松山市シルバー
人材センター

愛媛県松山市若草町８番
地３

居宅介護
支援

松山シルバー中島指定
居宅介護支援事業所

愛媛県松山市中島大
浦４７６４番地

愛媛県松山市小浜甲
５５８番地

平成２０年
９月１７日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０３００１１２ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

介護予防
訪問介護

ホームケア・アベ訪
問介護事業所

きくぞのケアパーク
訪問介護事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

３８７０３００２２９ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

介護予防
福祉用具
貸与

ホームケア・アベ福
祉用具貸与事業所

きくぞのケアパーク
福祉用具貸与事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

３８７０３００２２９ きくぞのケアパーク株式
会社

愛媛県宇和島市和霊元町
四丁目１番１２号

特定介護
予防福祉
用具販売

ホームケア・アベ福
祉用具貸与事業所

きくぞのケアパーク
福祉用具貸与事業所

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号

平成２０年
１０月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０３００７０８ 有限会社エスエー 愛媛県宇和島市柿原甲１１
８７－１

介護予防
訪問介護 訪問介護さち 愛媛県宇和島市和霊

東町三丁目３番１５号
愛媛県宇和島市柿原
甲１１８７番地１

平成２０年
６月２０日

３８７３３００３９０ 社団法人松山市シルバー
人材センター

愛媛県松山市若草町８番
地３

介護予防
訪問介護

松山シルバー中島指定
訪問介護事業所

愛媛県松山市中島大
浦４７６４番地

愛媛県松山市小浜甲
５５８番地

平成２０年
９月１７日

３８７０１００８９２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号

介護予防
福祉用具
貸与

有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

３８７０１００８９２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号

特定介護
予防福祉
用具販売

有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

３８７０１０２８７２ 有限会社イヨメディカル 愛媛県松山市山越一丁目
１０番１１号

介護予防
訪問介護

有限会社イヨメディカ
ル訪問介護みゆき

愛媛県松山市山越一
丁目８番６号

愛媛県松山市山越一
丁目１０番１１号

平成２０年
１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２８９



�������
�愛媛県告示第１６９２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市真網代乙９４の３、乙９４の４、乙９５の１、乙９５の３から

乙９５の５まで、乙９７の５から乙９７の７まで

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１６９３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町久家８９３、８９９

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量

アミューズ棟敷地内
の東 ＳＣ棟敷地内の東

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置

２０箇所 ２１箇所

２１箇所 １５箇所

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｂ

伊予郡松前町東古泉
東浦６７６－１外 店舗面積 ３，０８７� １３，７７７� 平成２１年

７月２７日

駐車場の位置及び収容台数 ２２３台 １，０５５台

駐輪場の位置及び収容台数 ６９台 １８６台

荷さばき施設の位置及び面積 １７８� ５４５�

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ３４．４� １１５．４�

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前９時から午後１０
時まで

物販棟Ｂ１、Ｂ３
午前９時から午後１０
時まで
物販棟Ｂ２
午前７時から午後１０
時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時から午前１
時３０分まで

午前６時３０分から午
後１０時３０分まで

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｃ

伊予郡松前町東古泉
文五郎分５８６外 駐車場の位置及び収容台数 １７９台 １５４台

平成２１年
７月２７日
ほか

荷さばき施設の位置及び面積 ２７７� ２５２�

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ３９．６� ３４．６�

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 非物販棟Ｃの南西 非物販棟Ｃの南

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２９０
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�愛媛県告示第１６９４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年１２月５日から１２月１９日まで

�������
�愛媛県告示第１６９５号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を次のとおり公

示する

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

南予レクリエーション都市計画臨港地区 宇和島臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 坂下津、桝形町２丁目、桝形町３丁目、栄町

港２丁目、曙町、寿町２丁目、弁天町１丁目、

弁天町２丁目、築地町１丁目、築地町２丁目、

住吉町２丁目、住吉町３丁目、住吉町三区、

大浦の各一部

� 削除する部分 明倫町１丁目、桝形町３丁目、丸之内５丁目、

栄町港２丁目、曙町、寿町２丁目、弁天町１

丁目、弁天町２丁目、弁天町３丁目、住吉町

１丁目、住吉町２丁目、築地町１丁目の各一

部

�������
�愛媛県告示第１６９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（農道）・大地地区）の施行を平成

２０年１１月２８日認可した。

平成２０年１２月５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第１６９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・原井手下地区）

の施行を平成２０年１１月２８日認可した。

平成２０年１２月５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第１６９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・原中地区）の施

行を平成２０年１１月２８日認可した。

平成２０年１２月５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第１７００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大地地区）の施

行を平成２０年１１月２８日認可した。

平成２０年１２月５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�愛媛県告示第１７０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

道 路
松山市大可賀三丁目１４６２

番

延長 ３５２．５０メートル

幅員 ８．００メートル

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市立川町６４５番１ 平成２０年１２月５日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２９１



��������������

��������������

��������������

��������������

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削太田１０１番２から

同郡上島町弓削太田９９番２まで
平成２０年１２月５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市道後鷺谷町４２２番３から

同市道後湯月町１６５９番７まで
平成２０年１２月５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線 大洲市森山字角ヶ岩乙６６７番１３ 平成２０年１２月５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３６０８番３から

同市平野町平地３６１３番５まで
平成２０年１２月５日

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号

１２９２
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公 告

�公 告

家畜商講習会の開催について

家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第４条の２第１項の規定によ

り、家畜商講習会を次のとおり開催する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成２１年１月２２日（木）８時３０分及び２３日（金）８時３０分

２ 開催の場所 松山市一番町四丁目４－２ 県庁第二別館 ５階

第６会議室

３ 受講手続

受講希望者は、平成２１年１月１４日（水）までに、次に掲げる書

類を所轄地方局に提出しなければならない。

� 家畜商講習会受講願書（別記様式）

� 住民票抄本１通

４ 教材

講習用教材は、講習会会場において各自購入すること。

�愛媛県告示第１７０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地１３４５番５から

同市平野町平地１３９７番１まで

旧 ５．０～１８．６ ０．１４５

新 １２．４～２０．０ ０．１３６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地１３４５番５から

同市平野町平地１３９７番１まで
平成２０年１２月５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字コウラ１７３番６から

同字１７１番１まで
平成２０年１２月５日
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別記様式

家 畜 商 講 習 会 受 講 願 書

年 月 日

愛 媛 県 知 事 様

現 住 所

職 業

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

貴 県 で 主 催 さ れ る 家 畜 商 講 習 会 を 受 講 し た い の

で 、 関 係 書 類 を 添 え て 願 い 出 ま す 。

愛 媛 県 収 入 証 紙 ３ ， １ ３ ０ 円

相 当 額 は り 付 け 場 所

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年１２月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

西条市大野３７９番１ 雑種地 １，７８１�

西条市大野３７９番４ 宅 地 ４３５．５８�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年１２月５日（金）から平成２１年１月１４日（水）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時３０分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県農林水産部森林局森林整備課公有林整備係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６０２

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出

すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２１年１月１４日（水）午後

５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付

場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２０年１２月２５日（木）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２１年２月４日（水）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市丹原町池田１６１１番地

愛媛県東予地方局西条第二庁舎４階大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第９号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１２月５日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（免許用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第９４条第１項の免許証の記載事項の変更の届出、

法第１０１条第１項の免許証の更新の申請、法第１０１条の２第１項

の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４条の４第

１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第２項第８

号の免許用写真（以下「免許用写真」という。）の添付を要しな

い。

� 省略

� 省略

（免許用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第１０１条第１項

の免許証の更新の申請、法第１０１条の２第１項

の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４条の４第

１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第２項第７

号の免許用写真（以下「免許用写真」という。）の添付を要しな

い。

� 法第９４条第１項の免許証の記載事項の変更の届出（他の都道

府県からの転居に伴う住所変更に限る。）を併せて行う場合

� 省略

� 省略

別記様式第２２号の３を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２０年１２月５日 第２０２２号
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別記様式第２２号の３（第２４条の４関係） 運転免許証更新連絡書

住 所
氏 名 様

愛媛県公安委員会 �

運転免許証更新連絡書
年 月 日

あなたの運転免許証の有効期限が近づきましたので、次により更新の手続をとって
ください。
１ 今回のあなたの更新手続
更新手続のできる期間
更 新 手 続 の 場 所

更 新 者 の 区 分 道路交通法第１０１条第３項の優良運転者の該当の有無
□該当する。 □該当しない。

講 習 の 種 別
免 許 証 番 号
更新後の有効期限
更 新 手 数 料 講 習 手 数 料 計

円 円 円

２ 申請受付窓口等
３ 更新手続の際に持参する物
� この連絡書
� 現に有する運転免許証
� 手数料
� その他持参する物
ア 氏名又は本籍を変更された方は、本籍地を記載した住民票の写し １通
イ 更新の申請の日前６月以内に特定認定教育又は特定任意講習を受講している
方は、当該講習等の終了証明書

ウ １の表に記載された講習の種別が高齢者講習の方は、高齢者講習終了証明書
（特定認定教育又は特定任意高齢者講習を受講済の場合は、当該講習等の終了
証明書）

エ 住所を変更されている方は、住民票の写しその他の住所を確認できる書類
オ 運転免許証の再交付の申請と更新の申請を同時に行う方及び免許の効力が停
止されている期間中に更新の申請を行う方は、免許用写真（申請前６月以内に
撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ３．０センチメートル、横の
長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入した
もの）１枚
なお、再交付の申請と同時に更新の申請をされる方は、住所を管轄する警察

署で作成した再交付申請書も必要となります。
カ １の表に記載された講習の種別が初回更新者講習の方のうち、前回更新時に
海外旅行、入院等のやむを得ない理由により免許証の更新を受けることができ
ず、その免許が効力を失った日から起算して６月を経過する前に次の免許を受
けた方で当該効力を失った免許を受けていた期間及び該当次の免許を受けてい
た期間が継続していたとみなされ、更新日までに継続して免許を受けている期
間が５年以上となることにより、優良運転者又は一般運転者となる方は、パス
ポートその他やむを得ない理由を証明することができる書類

４ 他の都道府県公安委員会を経由して行う更新申請手続
５ 経由更新申請に係る留意事項
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雑 報

附 則

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２０年１１月２６日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２０年１２月５日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（宇和島道路・愛媛県宇和島市津島町高田地内から宇和島市寄松字井手口地内まで）及びこれに伴う附帯工事並

びに市道、普通河川及び農業用道路付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県宇
和島市祝
森字西法
寺

甲４１９９番
１ 山 林 山 林 ５８８ １，１７９．２４ １，１７９．２４

不明
ただし、
愛媛県宇和島市祝森甲１８１６番地

普門寺 代表役員 佐藤 敬宗
又は
愛媛県今治市古国分３丁目２番１８号

西山 信宜

─── ─── ──────

平成２０年１２月５日 発行
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